
　５月21日に京都府の緊急事態宣言は解除されました。
しかし、予断を許さない状況は続いています。厚生労働省
は「新しい生活様式」の実践を呼びかけています。
　ご自身や周りの大切な人を守るために、積極的に日常
生活に取り入れていきましょう。vol.630

http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp

今月の主な内容

■申請はお済みですか特別定額給付金� P2
■水道料金・下水道使用料を減免します� P3
■マイナポイントの申し込みを
　７月からスタート� p4
■令和２年度　国勢調査調査員を募集します� p6

新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐために

手洗いは念入りに

こまめに換気

マスクを着用

体温測定で健康チェック

新しい生活様式へ

2020(令和2)年

天王山のふもと、三川合流の地  みんなを笑顔にするまち  「え」えとこ、「が」んばる、「お」おやまざき

６
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特別定額給付金とは？

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」とし
て、一人につき一律10万円を給付する事業です。

給付対象者

基準日（令和２年４月27日）において、大山崎町の住
民基本台帳に記録されている方

申請は世帯主

世帯主の方が世帯を代表して申請を行い、世帯分の給
付金を受給

申請方法

１．オンライン申請
　　※マイナンバーカードが必要です
２．郵送による申請
　　※すでに世帯主の方へ申請書を郵送しています。
　　　届いていない場合はお問い合わせください

給付日

申請を受け付けてから１～２週間程度

申請期日

８月17日🈷🈷

問・申請先

特別定額給付金直通ダイヤル　☎953-6021
特別定額給付金

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金について

10万
円

８月17日まで
申請はお済みですか

詐欺にご注意！
●特別定額給付金に関して、市区町村や総務省等がＡＴＭの操作をお願いすることはありません。
●市区町村や総務省等が、特別定額給付金の給付のため、手数料の振込みを求めることはありません。
●�特別定額給付金の給付等をかたった不審な電話等があった場合には、最寄りの警察署（＃9110）へ連絡してください。

　申請書を提出された後には、町から確認の電話をすることが考えられますが、口座情報などの重要な個人情報の確
認に際しては、必ずいったん電話を切り、申請者の方からかけ直していただくこととしていますので、ご理解・ご協
力をお願いします。

　大山崎町から児童手当を受給されている方に、対象児童１人につき、１万円の支給をします。支給は、６月の児童
手当と合わせて口座振込します（令和２年６月10日水）。なお、特例給付となっている方は、対象外となります。

【町内にお住まいの公務員の方】
　職場から案内があります。受給を希望される方は、「子育て世帯への臨時特別給付金申請書（請求書）」等を下記ま
でご提出をお願いします。
申請方法＝次の２点を郵送してください
　　　　　①「子育て世帯への臨時特例給付金申請書（請求書）」（職場で証明してもらったもの）
　　　　　②振込先金融機関の分かる通帳やキャッシュカードの写し
受付期間＝６月１日🈷🈷～11月30日🈷🈷
問・申請先＝〒618-8501　（住所不要）大山崎役場　福祉課児童福祉係　☎956-2101（内181）
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　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、住民生活・
経済活動を支援するため、水道料金および下水道使用料１
期分（２か月分）の基本料金を全額免除します。
　なお、今回の減免については基本料金のみで、使用水量
に応じてご負担いただく従量料金は対象となりません。
また、本減免について、お客様に行っていただく手続きは
ありません。
 １．対象者　一般家庭及び事業者　（※ 官公署除く）
２．減免期間
　令和２年度　１期分（３月、４月の使用分）
　※ ５月検針分の水道料金・下水道使用料が対象
３．減免額について
　家事用（口径20ｍｍ）の場合…【減免額】5,060円
　（内訳）
　水道料金…基本料金１期分（２か月分）：

使用水量10㎥まで　3,520円（税込）
　下水道使用料…基本料金１期分（２か月分）：

使用水量20㎥まで　1,540円（税込）
　※ 営業用、工場用等については町ホームページ内の「上

下水道料金の料金一覧表」をご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症に係る事業者向けの経済対
策・支援として、４つの事業を実施します。
　各事業の詳細は、決定しだい、町 HP 等で周知します。
問＝経済環境課農林商工係　☎956-2101（内244）

１．大山崎町休業要請対象事業者支援給付金支給事業
　京都府における緊急事態措置に基づく休業要請を受けて、
町内の施設で休業等（食事提供施設での営業時間の短縮含
む。）を実施し、京都府休業要請対象事業者支援給付金の
支給を受けた事業者へ、中小企業又は団体へは20万円、
個人事業主へは10万円を大山崎町から支給します。
　本町への申請は不要とし、京都府の給付金の支給を受け
た方へ、町から上乗せで支給します。
２．新型コロナウイルス対策中小企業等支援補助金事業
　事業者が行う、設備導入や事業継続、売上向上の取り組
み等への支援としての京都府の補助金（中小企業等新型コ
ロナウイルス対策緊急支援補助金及び新型コロナウイルス
対策企業等緊急応援補助金）や、販路開拓等の取り組みに
対して国が支援を行う補助金（小規模事業者持続化補助金）
を活用された事業者に対し、補助金を活用した事業の自己
負担分の１／２（上限設定有）について、本町から補助を
行います。

［例］一般家庭の平均的な使用水量（１期40㎥）の場合
 

４．お支払いが困難な方へ
　 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い収入が減少してい

る場合など、一時的に水道料金等のお支払いが困難な方
は、上下水道課までご相談ください。

５．問・相談先
　上下水道課業務・府営水道係
　☎956-2101（内271・272・273）

３．事業者相談窓口設置事業
　雇用調整助成金や持続化給付金、各種融資制度について
の制度内容や書類の記載の仕方等について、町内事業所の
皆様からの相談に対応する相談窓口を町商工会（大山崎ふ
るさとセンター内）に設置し、月数回の相談日（６月中旬か
ら実施予定）を設けます。
　相談対応には、社会保険労務士や中小企業診断士が対応
します。
４．飲食店応援商品券事業
　新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営を強い
られている町内飲食店を応援するため、飲食店で使用でき
るプレミアム付食事券を発行する事業を実施します。
　食事券は各飲食店で販売し、購入した店舗でのみ使用で
きます。食事券の売上げが即座に飲食店の収入となる仕組
みとして実施します。
　対象となる飲食店の応募は開始していますので、詳細は
町 HP からご確認ください。食事券の販売・使用は、６月中
下旬ごろ開始を予定しています。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、農作物
等の新たな販売先の確保を促すため、町内農家から食材とし
て農作物等を仕入れた飲食店に対し、一定の補助を行います。

新型コロナウイルス感染症にかかる支援策

水道料金・下水道使用料を減免します

経済対策・支援事業を実施します

手続不要

通常

水道料金 基本料金 3,520円
従量料金 4,950円

下水道使用料 基本料金 1,540円
従量料金 1,540円

合計 11,550円（税込）

減免後

水道料金 基本料金 0円
従量料金 4,950円

下水道使用料 基本料金 0円
従量料金 1,540円

合計 6,490円（税込）

事業者向け



4広報おおやまざき2 0 2 0 . 6
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イ
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シ
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イ
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●問い合わせ先　税住民課　住民係　☎956-2101（内121〜124）
　　　　　　　　　マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178
　　　　　　　　　※音声ガイダンスに従って「５番」を選択してください。
平日：午前９時30分〜午後８時／土日祝：午前９時30分〜午後５時30分（年末年始12月29日〜１月３日を除く）

【スマホ・パソコン】
　①顔写真を撮影
　② 交付申請書の QR コード読み取り、ま

たは、申請用サイトで必要事項を入力
し、メールアドレスを登録

　③ 申請者専用ＵＲＬが届いたら顔写真を
登録し、必要事項を入力

【郵便】
　① 交付申請書に必要事項を記入し、６か

月以内に撮影した顔写真を貼り付けて
郵送

【証明用写真機】
　① タッチパネルから「個人番号カード申

請」を選択
　② 料金を投入し、交付申請書のＱＲコー

ドをバーコードリーダーにかざす
　③ 画面の案内に従って必要事項を入力・

写真撮影
　※ 交付申請書をお持ちでない方はお問

い合わせください

①マイナポイント申込ページから
利用するキャッシュレス決済サー
ビスを選択し申し込む（７月から）
②キャッシュレス決済サービスに
チャージなどすることでマイナポ
イントがもらえる
③マイナポイント分も利用して買
い物ができる（９月から）

①予約に必要な環境を準備
　【スマホの場合】
　・ 「マイナポイント」アプリ、「JPKI

利用者ソフト」（Androidのみ）
をインストール

　【パソコンの場合】
　・ 「マイキー ID 作成・登録準備

ソフト」をインストール

② マイナンバーカードの読み取
り・暗証番号（カード取得時に
設定した数字４桁）の入力

※ 利用者証明用電子証明の暗証
番号

③ マイナポイントの予約（マイキー
ID 設定）完了

❶❷
マイナンバーカードの申請方法

❺❻
マイナポイントの利用

❸❹
マイナポイントの予約方法（マイキーＩＤの設定）

カード発行機関

マイキー
プラットフォーム

❺選択した決済サービスへの
　チャージまたは
　それを利用した物品等の購入

❶マイナンバーカードの
　取得申請

❸マイナポイントの予約
　（マイキーIDの設定）

❷マイナンバーカードを取得

❹キャッシュレス決済
　サービスを選択
　（マイナポイントの申込）

❻マイナポイントの付与 キャッシュレス
決済事業者

対象者
（消費者）

申請から取得まで
約１カ月！
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ポンプ場 新Ａ棟

リニューアル中の鏡田東部公園
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間
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０
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令和２年国勢調査
調査員を募集します

従事期間
８月中下旬～11月上旬
※ただし、実際の調査活動は、おおむね９月中
旬～10月中下旬にかけて行います

調査員の主な仕事
　主に５つの業務に取り組んでいただきます。

【ポイント】
○８月中下旬に調査員説明会があるので、はじめ
ての方でも安心です。

○インターネットや郵送でも回答できるので、回
収の作業量が軽減されています。大山崎町の前
回調査時のオンライン回答率は48.9％で、府内
２位です。今回の調査でもオンライン回答につ
いて積極的にPRを行います。

○担当する調査区は、１～２調査区（１調査区は
おおむね60世帯）で申込書にご記入いただく「希
望する調査区数」の内容を踏まえ判断させてい
ただきます。

○勤務時間は決まっていないので都合の良い時間
で活動できます。

身分
　調査員は、総務大臣に任命される非常勤の国家
公務員です。
　一部の公務員と異なり、兼職が可能です（一部
職種を除く）。

調査内容
〇世帯に関する事項（世帯員の人数、住居の種類等）
〇世帯員に関する事項（氏名、世帯主との続柄、
国籍、職業、従業地又は通学地等）

応募条件
○大山崎町及び近隣市町に在住の方
○責任をもって調査の事務を遂行できる方で、原
則として20歳以上の方

○調査で知り得た秘密を守ることができる方
○警察・選挙に直接関係のない方（現役警察官・
現役議員・選挙立候補予定者等でない方）

○暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方

報酬
１調査区（60世帯程度）を調査した場合
…約38,000円
２調査区（100世帯程度）を調査した場合
…約71,000円
※実際に調査した世帯により額が増減します。

応募期間
６月30日火まで

応募方法
　所定の申込書により、下記へ持参又は郵送、メー
ルによりお申込みください。申込書は、窓口やホー
ムページで入手できます。お申込みいただいた方に
は、担当者から連絡します。簡単な面接を行います。

問・申込先
政策総務課企画観光係（役場３階32番窓口）
☎075-956-2101（内314）
　kikaku@town.oyamazaki.lg.jp

　令和２年10月１日を基準日として、国勢調査が実施されます。
　国勢調査は、日本国内に居住しているすべての人と世帯を調査の対象とする、国の最も重要な統計調査です。
大山崎町では、約７千世帯、１万６千人が調査の対象となり、約100人の調査員の方々のご協力が必要となります。
　調査の実施にあたって、大山崎町内を調査する調査員を募集します。調査の開始前に、説明会で詳しい仕
事の内容を説明しますので、経験の無い方でも安心してご応募ください。

※現在、総務省において、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮した調査方法の検討を行っているところであり、調査書
類の配布、回収に関しては、調査員と世帯が直接接触しない、非接触の調査方法を基本とすることが検討されているため、
業務内容の変更がある場合があります。

調査員説
明会に参
加（1回）

担当して
いる地域
の確認

調査の説
明と調査
書類の配
付

8月中下旬

10月初旬 10月中下旬
調査票の回収
※郵送・オン
ライン回答した
世帯は不要

調査票の整
理と提出

9月中旬 9月中下旬
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情報公開・個人情報保護制度の利用状況
令和元年度

問＝政策総務課企画観光係　☎956-2101（内312）

■情報公開制度
　情報公開条例に基づき、町が保有する公文書の公開
を行っています。公開を希望する方は、役場３階政策総
務課情報公開窓口で「情報公開請求」を行ってください。

■個人情報保護制度
　個人情報保護条例に基づき、町が保有する自己に関
する個人情報の開示を求めることができます。

実施機関 請求
件数

決定区分 審査
請求公開 部分

公開
非
公開

文書
不存在

請求
拒否

取
下げ

町　　　長 46 41 ６ １ ２

教育委員会　 5 3 ３ ２

選挙管理委員会 2 1

公平委員会

監査委員　

固定資産評価
審査委員会

農業委員会

水道事業管理者 15 14 １

議会 2 1

合　　　計 70 60 ９ １ ５

◯情報公開制度運用状況� （令和2年3月末現在）

※空欄はゼロを表します。
※１つの請求に対して複数の決定区分となる場合があり、請求件数と決定区分の計は必ずしも一致しません。

実施機関 請求
件数

決定区分
審査
請求開示 部分

開示 不開示 文書
不存在

町　　　長 3 3

教育委員会　

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員　

固定資産評価
審査委員会

農業委員会

水道事業管理者

議会

合　　　計 ３ ３

◯個人情報保護制度運用状況� （令和2年3月末現在）

　家、土地、相続など特に内容は問いま
せん。気軽にご相談ください。
　また、新型コロナウイルス感染症の影
響などでお困りの方のために、相談の回
数を増やす予定です。詳細は広報臨時号
または町ホームページをご覧ください。
とき＝６月19日金13：30～16：30
　※１人20分程度、予約制
ところ＝役場３階政策総務課（32番窓口）
対象＝町民
申込方法＝６月15日🈷🈷🈷：00🈷🈷に🈷
接または電話で下記まで

問・申込先＝政策総務課企画観光係（内
312）

京都弁護士会弁護士による
無料法律相談

募集人数＝２名
業務内容＝調査員用地図の作成、調査用品の仕分け、調査票の簡易
チェック等
雇用期間＝７月～11月（予定）
勤務時間＝月曜日～金曜日のうち、週２日程度。🈷時～17時まで（昼
休みあり）
報酬＝時給992円
勤務場所＝大山崎町役場内
申込期間＝6月30日火（応募が一定人数に達し次第、受付を終了し
ます）
申込方法＝市販の履歴書に写真を貼付のう
え、窓口（役場3階31番）まで持参
選考＝書類及び面接による選考
問・申込先＝政策総務課総務係　☎-956-2101
（内321）

令和２年度国勢調査
事務補助職員（会計年度任用職員）
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２
　
国
保
税
の
計
算
方
法
　

　
世
帯
ご
と
の
収
入
や
加
入
者
数
に
よ
り
、

世
帯
単
位
で
年
税
額
を
計
算
し
ま
す
。
年
の

途
中
で
加
入
・
脱
退
が
あ
っ
た
場
合
は
、
年

税
額
を
月
割
で
再
計
算
し
ま
す
。 

　
な
お
、
令
和
２
年
度
は
税
率
・
限
度
額
が

改
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

１
　
国
保
税
に
つ
い
て
　

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
皆
さ
ん
が
お
医
者

さ
ん
に
か
か
っ
た
と
き
の
医
療
費
の
支
払
い

に
あ
て
る
大
切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。
必
ず

期
日
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。 

３
　
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
　

　
国
保
税
は
世
帯
単
位
で
計
算
し
、
世
帯
主

の
方
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
世
帯
主
が
国
保

に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
に
国
保
加

入
者
が
い
る
場
合
、
納
付
義
務
者
は
世
帯
主

と
な
り
ま
す
。 

４
　
納
め
方
は
２
種
類
　

（
１
）
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
） 

　
世
帯
主
と
国
保
加
入
者
全
員
が
65
歳
～
74

歳
の
世
帯
の
場
合
、
年
６
回
の
年
金
支
給
時

に
世
帯
主
の
年
金
か
ら
天
引
し
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
例
外
的
に
「
口
座

振
替
又
は
納
付
書
払
い
」
に
変
更
に
な
り
ま

す
。 

① 

基
礎
年
金
額
が
18
万
円
未
満
の
場
合
や
、

国
保
税
額
と
介
護
保
険
料
を
合
わ
せ
た
額

が
基
礎
年
金
額
の
１
／
２
を
超
え
る
場
合 

② 

年
度
途
中
に
65
歳
未
満
の
方
が
国
保
に
加

入
し
た
場
合
や
、
所
得
変
更
な
ど
で
国
保

税
額
が
変
更
と
な
る
場
合 

（
２
）
口
座
振
替
又
は
納
付
書
払
い
（
普
通

徴
収
） 

　
６
月
～
翌
３
月
ま
で
の
10
回
に
分
け
て
納

付
し
ま
す
。 

　
納
め
忘
れ
を
防
ぎ
、
金
融
機
関
な
ど
へ
出

向
く
手
間
を
省
け
る
口
座
振
替
が
お
ス
ス
メ

で
す
。 

　
口
座
振
替
は
、
通
帳
と
銀
行
印
を
お
持
ち

の
う
え
、
各
金
融
機
関
で
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。） 

　
国
保
税
の
滞
納
な
ど
が
無
い
方
で
「
年
金

課税区分

① 所得割 ② 均等割 ③ 平等割 限度額

（加入者の前年
中所得金額）

（加入者1人
あたり定額）

（加入1世帯
あたり定額）

①＋②＋③
(超過分切り捨て)

税

　率

　等

医療分 6.39% 26,800円 18,500円 63万円

介護分
(40～64歳) 2.49% 11,400円 5,500円 17万円

支援金分 2.41% 9,900円 6,800円 19万円

問・相談＝健康課保険医療係　☎956-2101（内111・114）

国民健康保険の税額を
６月中旬にお知らせします
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移
行
さ
れ
た
場
合
　

　
国
保
加
入
者
が
75
歳
を
迎
え
て
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
移
行
し
、
そ
の
世
帯
に
引
き

続
き
国
保
加
入
者
が
い
る
場
合
、
平
等
割
が

５
年
間
は
１
／
２
軽
減
、
６
年
目
～
８
年
目

の
間
は
１
／
４
軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
３
）
社
会
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
移
行
さ
れ
た
場
合

　
社
会
保
険
加
入
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
移
行
し
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
65

歳
以
上
の
方
が
国
保
に
加
入
す
る
場
合
、
軽

減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
軽
減
を
受
け
る

に
は
届
出
が
必
要
で
す
。

（
４
）
倒
産
、
解
雇
な
ど
で
離
職
し
た
場
合
　

倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
事
業
主
の
都

合
（
非
自
発
的
理
由
）
に
よ
り
離
職
し
た
場

合
は
、
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
軽
減
の
対
象
者
】　

①
離
職
日
に
65
歳
未
満
②
事
業
主
の
都
合
に

よ
り
離
職
又
は
雇
い
止
め
に
よ
り
離
職
し
た

方（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
が

11
、
12
、
21
～
23
、
31
～
34
に
該
当
す
る
方
）

（
５
）
災
害
な
ど
に
よ
り
生
活
が
著
し
く
困

難
に
な
ら
れ
た
方
へ
の
減
免
制
度

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
減

免
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

納
期
限
ま
で
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
、

死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
方
、

ま
た
は
一
定
程
度
の
収
入
の
減
少
が
見
込

ま
れ
る
方

●
震
災
、
風
水
害
等
の
災
害
を
受
け
た
方

天
引
き
」
か
ら
「
口
座
振
替
」
に
変
更
を
希

望
す
る
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
、
両
方
の
徴

収
が
あ
る
方
は
、
そ
の
合
計
額
が
年
間
の
国

保
税
額
と
な
り
ま
す
。 

【
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
】 

　
京
都
銀
行
、
京
都
中
央
農
業
協
同
組
合
、

み
ず
ほ
銀
行
、
三
井
住
友
銀
行
、
三
菱
Ｕ
Ｆ

Ｊ
銀
行
（
令
和
３
年
３
月
31
日
で
取
扱
終

了
）、
り
そ
な
銀
行
、
池
田
泉
州
銀
行
、
関

西
み
ら
い
銀
行
、
京
都
信
用
金
庫
、
京
都
中

央
信
用
金
庫
、
近
畿
労
働
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
・
郵
便
局 

（
３
）
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い 

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
督
促
料
や
延
滞
金
が

か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
未
納
が
あ
る
と
有
効

期
限
が
短
い
保
険
証
の
交
付
、
保
険
給
付
の

制
限
、
滞
納
処
分
（
財
産
差
し
押
さ
え
な

ど
）
な
ど
の
措
置
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
必

ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

５
　
軽
減
措
置
　

（
１
）
所
得
が
少
な
い
世
帯

　
所
得
が
少
な
い
世
帯
は
、
均
等
割
と
平
等

割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
の
軽
減
は
所
得
の
申
告
を
さ

れ
て
い
な
い
方
に
は
適
用
で
き
ま
せ
ん
。
所

得
が
無
く
て
も
確
定
申
告
を
し
て
い
な
い
方

は
、「
町
・
府
民
税
申
告
」
を
し
て
く
だ
さ

い
。

（
２
）
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

● 

２
級
以
上
の
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
恩
給

法
戦
傷
病
者
手
帳
、
被
爆
者
健
康
手
帳
を

お
持
ち
の
方

● 

前
年
（
令
和
元
年
）
中
に
居
住
用
の
不
動

産
売
却
益
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
発
生
さ
れ

た
方

６
　�

就
職
な
ど
に
よ
り
社
会
保
険
に�

�

加
入
し
た
方
は
届
出
を
！

　
国
保
脱
退
の
手
続
き
を
し
な
い
と
国
保
税

が
か
か
り
続
け
ま
す
。
社
会
保
険
に
加
入

し
た
場
合
は
、「
社
会
保
険
と
国
保
の
保
険

証
」
と
印
か
ん
を
持
っ
て
役
場
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
社
会
保
険
加
入
後
に

国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
た
場

合
、
か
か
っ
た
医
療
費
を
請
求
し
ま
す
。

７��

75
歳
に
な
る
年
度
の
国
保
税

　
75
歳
ま
で
は
国
保
に
加
入
し
、
国
保
税

（
誕
生
日
の
前
月
分
ま
で
）
を
納
め
ま
す
。

75
歳
に
な
る
と
国
保
を
脱
退
し
、
誕
生
日
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
、
保
険

料
（
誕
生
日
の
月
か
ら
３
月
ま
で
の
月
割
計

算
し
た
額
）
を
納
め
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
次
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

８��

税
金
の
所
得
控
除

　
国
保
税
は
、
確
定
申
告
な
ど
の
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
令
和
２
年
１

月
～
令
和
２
年
12
月
ま
で
に
年
金
天
引
き
・

口
座
振
替
・
納
付
書
で
納
付
さ
れ
た
国
保
税

が
対
象
で
す
。
６
月
に
届
く
国
保
税
決
定
通

知
書
に
記
載
の
金
額
と
は
異
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

９
　「
還
付
金
詐
欺
」
に
だ
ま
さ
れ
な
い
で
！

　
府
内
各
地
で
役
場
等
の
職
員
を
騙
っ
た
詐

欺
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。「
国
保
税
の
還
付

が
あ
る
の
で
、
今
か
ら
言
う
電
話
番
号
に
す

ぐ
に
電
話
を
し
て
ほ
し
い
」、「
す
ぐ
に
Ａ
Ｔ

Ｍ
で
手
続
き
を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
電

話
が
あ
っ
て
も
、
慌
て
ず
、
い
っ
た
ん
電
話

を
切
っ
て
、
家
族
や
警
察
、
町
役
場
な
ど
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
心
当
た
り
が
あ
る
場
合
で
も
、
言

わ
れ
た
電
話
番
号
に
か
け
な
お
さ
ず
、
自
分

で
番
号
を
調
べ
て
か
け
な
お
す
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
役
場
か
ら
電
話
で
口
座
番
号
を
聞

い
た
り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
国
保
税
の
還
付
を
行

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
役
場
か
ら
は
文
書

で
お
知
ら
せ
す
る
の
で
、
郵
送
物
は
必
ず
開

封
し
て
お
読
み
く
だ
さ
い
。


